
要回覧

み春野自治会員の皆様へ

今月は以下が回覧されています。

会員の皆様には自治会から発信されている文書には必ず一度目を通して頂くようお願いします。

ご家族全員で情報共有頂きますようお願いします。

回　覧 発　信　番　号 部　数

○ み自発第２４-６８号 み春野自治会たより第１１号 回覧部数分

○ み自発第２４-６４号 会計月次報告（令和７年１月度） 回覧部数分

○ み自発第２４-６７号 令和７年度　班長、副班長　選出のお願い
班長・副班長分
(各班1枚)

〇 み自発第２４-６６号 自宅に居ながら参加できる防災訓練に「参加しましょう！」 全戸配布

〇 み春野シニアサークルのご案内 通年回覧

○ 学校だより　No.１０（こてはし台小学校） 回覧部数分

○ 学校だより　ゆずりは　第９号（こてはし台中学校） 回覧部数分

○ 千葉市シルバー人材センター　会員募集中 回覧部数分

令和6年度　第10回班長会議　回覧・配布資料一覧

令和7年2月16日

み春野自治会

文　書　タ　イ　ト　ル



み春野自治会班長各位                                       み自発第 24-67 号 

（各班 １枚）                                         令和 7 年 2 月 16日 

み春野自治会 

会長         

令和７年度 班長・副班長選出のお願い 

先週までの厳しい寒さも今週になって和らぎ少しホッとする日差しも増えてきました。今週は二十四節気の

「雨水」、これから三寒四温を繰り返して春に向かいますが自治会としても次年度の準備を進めています。 

第２５回通常総会は令和７年４月２７日（日）を予定していますが、その後は新年度の体制になりますので、

各班におかれても新しい班長•副班長の選出をお願いします。 

班長・副班長については各班でのローテーションが決まっているとは思いますが、必ずご本人の了解を得てい

ただきご本人の自署または捺印を頂戴いただきますようお願いします。 

また一昨年度から迅速な情報共有や用紙削減の観点から「班長•副班長メーリングリスト」を設定していま

すので、選出報告にはメールアドレスを洩れなく届出いただきますようご説明ください。 

（併せ ⇒ miharuno_jichikai@hop.ocn.ne.jp 宛に「R7 年〇班 班長・副班長 氏名」とメールください） 

 

３月班長会(3/16)には現班長・副班長さんの出席となりますが、その際に忘れずに「選出報告」をご持参

いただきますようお願いします。 

【班長会に先立って「安否確認訓練」を実施しますので、班長・副班長さんには班内を巡回確認いただき

「在宅者安否集計表」に記入のうえ集会所にご参集いただきますようお願いします※詳細別途】 

 

現班長・副班長さんの任期は通常総会終了までとなりますので、それまでに新班長・副班長さん宛てに 

回覧ファイルや必要な引き継ぎを洩れなく行ってください。 

 

通常総会には今年度班長・副班長さんはもちろんですが、来年度班長・副班長さんにもご出席いただける

ようお伝え下さい。 

－記－ 

 

１）開催日時   令和７年３月１６日（日） １０：００～ 

２）持参物     班長副班長選出報告  （＊前回お渡しした回覧物収納ケースをお戻し下さい） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  切り取り線  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

令和７年度        班  班長・副班長選出報告 （各班 １枚） 

■ 班長     氏名                    印     Tel:                        

          住所      丁目     －                携帯:                       

              メールアドレス：                                                    

          ⇒ miharuno_jichikai@hop.ocn.ne.jp 宛に「R7 年〇班 班長・副班長 氏名」とメールください 

■ 副班長   氏名                    印      Tel:                       

          住所      丁目     －                携帯:                      

              メールアドレス：                                                    

          ⇒ miharuno_jichikai@hop.ocn.ne.jp 宛に「R7 年〇班 班長・副班長 氏名」とメールください 

報告者氏名       □班長                   □副班長                   



全 戸 配 布 

み自発第２４－６６号 

令 和７ 年２ 月１ ６日 

自宅に居ながら参加できる防災訓練に「参加しましょう！」 

日 時 
令和７年３月１６日（日） ９時００分～ 

【想定】千葉県北西部を震源とする地震が発生、花見川区の震度は６強 

訓
練
メ
ニ
ュ
ー 

会 員 

■必須メニュー 

・その場で身の安全を守る姿勢をとりましょう。 

・在宅者の無事を知らせる「安否カード」を掲出しましょう。 

 →各世帯に配布してある桃色のラミネートカード（A５サイズ） 

・「自助」の備えについて再確認しておきましょう。 

 →備蓄、断水時のトイレ対策、家具類の転倒・落下・移動防止対策など 

■選択メニュー 

・「いちのいち」から安否回答しましょう。未登録の方は、利用登録しまし

ょう。 

班 長 

副班長 

・班内を巡回し、「安否カード」の掲出状況を確認、結果を集計し集会所に

報告（※報告用のフォルダ及び様式は、２月の班長会議で配布します。） 

班長および副班長による班内の巡回確認は、9時45分頃までに完了し、

10 時開催の班長会議に出席してください。班長会議への出席は、班長ま

たは副班長のいずれか1名に限ります。 

出席者は、2 月の班長会議で配布される以下の書類を集会所受付に提出

してください。①専用フォルダ、②在宅者安否集計表、③在宅者安否確認

状況シート（回覧ルート毎）。 

なお、巡回ルートは回覧ルートに準じて区分されています。班長会議の

出席者は、班内各ルートの結果を集計表にまとめて持参してください。 

１ 留意事項 

（１）「安否カード」の掲出 

9時を目安に玄関ドア、門扉、郵便受け（挟み込み）などに掲出してください。詳

細は裏面を参照してください。 

（２）外出予定の方 

外出前に掲出してください。訓練に参加したとみなされますので、ご協力をお願い

します。 

（３）「安否カード」を紛失した方 

訓練当日（9時から 10時45分まで）に集会所で安否カードを配布します。訓練

に参加したとみなされるため、班、住所、お名前をお知らせください。 

２ その他 

（１）過去の地震災害を振り返ると、さまざまな理由から避難所には入所せず、自宅で避

難生活を続けた方が相当数いたことが明らかになっています。地域拠点は指定避難所

である「こてはし台小学校」に開設されます。「み春野」に公助や共助による支援を

導くためには、地域内残留者や避難所の入所・退所の状況を的確に把握することが不

可欠です。 当自治会では、総務省や千葉市の支援のもと、地域交流アプリ「いちの

いち」の普及を進めており、利用登録状況は個人 800名、約 650世帯（69％）に

到達しています。令和 7 年度からは防犯・防災活動に本格的に活用し、国および市

によるモデル事業終了後は自治会費で運用します。利用登録を済ませていない世帯の

方は、今回、利用登録をお願いします。招待用QRコードは裏面参照、一斉メールか

らURLを送付します。 

（２）会員の皆様に安否カードを掲出していただくことで、防火防災訓練に要した経費の

一部が千葉市から助成されます。昨年度は 642 世帯（参加率 69.2％）にご協力い

ただきました。 



 

安否カードの掲出例 

 

 

「安否確認・避難ツール」一式 ドアノブ掲出例（穴あけ・紐とおし） 

  

門扉掲出例（穴あけ・紐とおし） 郵便受け掲出例（穴あけ・紐とおし） 

  

窓ガラス掲出例 駐車車両ワイパー部掲出例 

１ 適宜、穴あけ・紐をとおすなど、掲出し易いように加工してください。 

２ 班や回覧ルート内で掲出方法を統一いただくことも有効かつ効率的です。 

  

「いちのいち」招待用QRコード 

 

注）利用登録時に利用者の住所及び氏名（ニックネーム不可）を入力いただきます。 

 








